
（別紙１）

日中 夜間 月・火・水・金曜日 木・土曜日 原則水曜日

8:30～17:30 17:30～21:30 19:00～23:30 17:30～23:30 8:30～17:15

又は17:30～22:30 (最低限2人)

人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人）

5 14 日 日・祝日 3 1 12 6

17 水 （1人×12日） （1人×6日） 2

21 日 日・祝日 3 1

24 水 2

28 日 日・祝日 3 1

31 水 2

6 4 日 日・祝日 3 1 17 9

7 水 （1人×17日） （1人×9日） 2

11 日 日・祝日 3 1

14 水 2 （最低限2人）
18 日 日・祝日 3 1 【締切日】
21 水 2 6月8日
25 日 日・祝日 3 1

28 水 2

7 2 日 日・祝日 3 1 16 9

5 水 （1人×16日） （1人×9日） 2

9 日 日・祝日 3 1

12 水 2 （2人）
16 日 連休 3 1 【締切日】
17 月 連休 4 1 7月6日
19 水 2

23 日 日・祝日 3 1

26 水 2

30 日 日・祝日 3 1

8 2 水 14 9 2

6 日 日・祝日 3 1 （1人×14日） （1人×9日）

9 水 2

11 金 日・祝日 4 1 （2人）
13 日 日・祝日 5 2 【締切日】
14 月 盆 6 2 8月8日
15 火 盆 6 2

16 水 盆 6 2

17 木 2

20 日 日・祝日 3 1

23 水 2

27 日 日・祝日 3 1

30 水 2

令和5年度　宇部市休日・夜間救急診療所医療事務体制（R5.5月11日～R6.3月31日）

月 日 曜日

(1) 窓口業務 (2) 医療費点検
及び精算業務

(3) 診療報酬請
求業務① 日曜日・祝日等 ② 平日夜間

診療報酬請求
（5月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（6月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
(7月分）に必要な
日数及び人員



（別紙１）

日中 夜間 月・火・水・金曜日 木・土曜日 原則水曜日

8:30～17:30 17:30～21:30 19:00～23:30 17:30～23:30 8:30～17:15

又は17:30～22:30 (最低限2人)

人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人）

令和5年度　宇部市休日・夜間救急診療所医療事務体制（R5.5月11日～R6.3月31日）

月 日 曜日

(1) 窓口業務 (2) 医療費点検
及び精算業務

(3) 診療報酬請
求業務① 日曜日・祝日等 ② 平日夜間

9 3 日 日・祝日 3 1 16 8

6 水 （1人×16日） （1人×8日） 2

10 日 日・祝日 3 1

13 水 2 （2人）
17 日 連休 3 1 【締切日】
18 月 連休 4 1 9月7日
20 水 2

23 土 連休 4 1

24 日 連休 3 1

27 水 2

10 1 日 日・祝日 3 1 17 8

4 水 （1人×17日） （1人×8日） 2

8 日 連休 3 1

9 月 連休 4 1 （2人）
11 水 2 【締切日】
15 日 日・祝日 3 1 10月6日
18 水 2

22 日 日・祝日 3 1

25 水 2

29 日 日・祝日 3 1

11 1 水 16 8 2

3 金 日・祝日 4 1 （1人×16日） （1人×8日）

5 日 日・祝日 3 1

8 水 2

12 日 日・祝日 3 1 （2人）
15 水 2 【締切日】
19 日 日・祝日 3 1 11月8日
22 水 2

23 木 日・祝日 4 1

26 日 日・祝日 3 1

29 水 2

12 3 日 日・祝日 3 1 17 8

6 水 （1人×17日） （1人×8日） 2

10 日 日・祝日 3 1

13 水 2 （2人）
17 日 日・祝日 3 1 【締切日】
20 水 2 12月7日
24 日 日・祝日 3 1

27 水 2

30 土 年末年始 8 2

31 日 年末年始 8 2

診療報酬請求
（9月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（10月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（11月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（8月分）に必要
な日数及び人員



（別紙１）

日中 夜間 月・火・水・金曜日 木・土曜日 原則水曜日

8:30～17:30 17:30～21:30 19:00～23:30 17:30～23:30 8:30～17:15

又は17:30～22:30 (最低限2人)

人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人） 人員（人）

令和5年度　宇部市休日・夜間救急診療所医療事務体制（R5.5月11日～R6.3月31日）

月 日 曜日

(1) 窓口業務 (2) 医療費点検
及び精算業務

(3) 診療報酬請
求業務① 日曜日・祝日等 ② 平日夜間

1 1 月 年末年始 8 2 15 16

2 火 年末年始 8 2 （1人×15日） （2人×8日）

3 水 年末年始 8 2

4 木 2 （2人）
7 日 連休 7 1 【締切日】
8 月 連休 7 1 1月9日
10 水 2

14 日 日・祝日 6 1

17 水 2

21 日 日・祝日 6 1

24 水 2

28 日 日・祝日 6 1

31 水 2

2 4 日 日・祝日 6 1 14 18

7 水 （1人×14日） （2人×9日） 2

11 日 連休 7 1

12 月 連休 7 1 （2人）
14 水 2 【締切日】
18 日 日・祝日 6 1 2月8日
21 水 2

23 金 日・祝日 6 1

25 日 日・祝日 6 1

28 水 2

3 3 日 日・祝日 3 1 16 9

6 水 （1人×16日） （1人×9日）

10 日 日・祝日 3 1

13 水 （2人）
17 日 日・祝日 3 1 【締切日】
19 火 2 3月7日
20 水 日・祝日 4 1

24 日 日・祝日 3 1

27 水 2

31 日 日・祝日 3 1

276 74 170 108 88

＜注意事項＞

１   各業務の出務日数及び出務人員は、あくまでも目安であり、インフルエンザ流行時など受診者数の増加が見込まれるときは、

  業務が滞ることのないよう必要人員を配置すること。

２   窓口業務の日曜日・祝日等の出務時間は、8時30分から21時30分とする。ただし、12月30日は8時30分から22時30分とする。

３　 医療費点検及び精算業務の出務日は、原則として水曜日とし、水曜日が祝日等の場合は他の曜日とする。

　ただし、受診者数が多い場合は別途協議する。

４　 診療報酬請求業務は、指定した業務完了締切日を厳守すること。

５ 　宇部市休日・夜間救急診療所への出入りについては、宇部市保健センターの開庁時間（8時30分から17時15分まで。土日祝日を除く。）

  又は窓口業務の出務時間以外は原則として禁止する。また、上記日程以外で出務するときは、担当課へ出務する旨を連絡すること。 

合　計

診療報酬請求
（12月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（1月分）に必要
な日数及び人員

診療報酬請求
（2月分）に必要
な日数及び人員


